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生活保護と は

自立と は

（ １ ） 日常生活自立

　 から だやこ こ ろ の健康を回復・ 維持し 、 自分で自分の健康・ 生活管理を行う こ と です。

（ ２ ） 社会生活自立

　 社会的なつながり を 回復・ 維持し 、 地域社会の一員と し て充実し た生活を 送るこ と

です。

（ ３ ） 経済的自立

　 就職などにより 、 自分で収入を得るこ と で生活を送るこ と です。

　 生活保護は、国が憲法第25 条の理念に基づいて、生活に困っ ている全ての人たち ※に、

その困っ ている 状況と 程度に応じ て、 健康で文化的な最低限度の生活を 保障すると

と も に、 自立し た生活が送れるよう 、 必要な支援をするこ と を目的と し ています。

※生活保護法は、 日本国民を対象と し ています。 ただし 、 在留資格などの要件を 満たす外国籍の

方に対し ては、 生活保護に準ずる取扱いをし ます。
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生活保護の相談から 決定まで

生活保護を 受けるためには

　 生活に困っ ている場合は、 お住まいの区の社会福祉事務所（ 支所管内にお住まいの

方は支所） に相談し てく ださ い。 入院中などの場合には、 親族の方なども ご相談いた

だけます。 相談時には、 生活状況や資産状況、 親族の方と の交流状況などを確認いた

し ます。

　 申請後、 ケースワーカ ー（ 社会福祉事務所の職員） が生活状況などを 把握するため

に家庭や入院先の病院などを訪問し て調査を し ます。 また、 預貯金・ 保険・ 不動産な

どの資産調査、 扶養義務者による扶養（ 仕送り などの援助） の可否の調査、 年金など

の社会保障給付、 就労収入の調査などを実施し ます。

　 生活保護の申請ができ る方は、本人、その扶養義務者（ 子、配偶者、親、兄弟姉妹など）

又は一緒に暮ら し ている親族です。 申請すると き は、 申請書に必要事項を 記入し て提

出し てく ださ い。（ 急迫の場合はこ の限り ではあり ません。）

　 生活保護は個人単位ではなく 世帯単位で適用し ま す。 生活保護を 受ける 際には、

それぞれの能力（ 働く 能力など）、 資産（ 預貯金・ 保険・ 自動車・ 生活に直接必要のな

い不動産など）、 その他あら ゆるも のを自分の生活のために活用し ていただき ます。 ま

た、 他の法律などによる給付（ 年金や手当、 障害者に対する福祉施策など） を 優先し

て受けていただく こ と になり ます。 さ ら に、 扶養義務者から の援助を 受けるこ と がで

き る場合は、 援助を受けてく ださ い。

　 ただし 、 資産の一部については、 その用途によっ ては保有が認めら れるこ と があり

ます。 また、 扶養義務者から の援助は可能な範囲で行う も のであり 、 援助ができ る親

族がいるこ と によっ て保護が受けら れないと いう こ と ではあり ません。

① 相 談

② 申 請

③ 調 査
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生活保護の種類

　 調査結果をも と に、 保護が受けら れるか（ 開始）、 受けら れないか（ 却下） を決定し 、

文書でお知ら せし ます。 なお、 決定の通知は申請のあっ た日の翌日を１ 日目と し 、 14

日以内に行いますが、 調査に時間がかかるなどの理由がある場合には、 30 日まで延び

るこ と があり ます。

　 生活保護には次の種類があり 、 必要に応じ て支給さ れます。

生活扶助 （ １） 食費などの個人ごとの費用　（ ２） 光熱水費などの世帯に共通する費用

住宅扶助 家賃や地代などの費用

教育扶助 義務教育を受けるために必要な学用品、 給食、 教材などの費用

医療扶助 医療サービスの費用　 ※原則と し て直接医療機関へ支払います

介護扶助 介護サービスの費用　 ※原則と し て直接介護事業者へ支払います

出産扶助 出産の費用

生業扶助 高等学校などの就学費用や技術を身につけるための費用

葬祭扶助 葬儀の費用

※それぞれの扶助には上限が定めら れているも のも あり ます。

生活保護を受けると

　 生活の状況を 正し く 把握するために、 ケースワーカ ーが定期的に家庭へ訪問し て事

情をお聞きし たり 、 相談を受けたり し ます。（ 個人の秘密は固く 守り ます。）

　 また、 次の減免措置が受けら れますので社会福祉事務所で相談し てく ださ い。

　（ １ ） 国民年金保険料 免除さ れます。（ 申請が必要と なる場合も あり ます。）

　（ ２ ） 住民税・ 固定資産税 申請により 免除さ れます。

　（ ３ ） Ｎ Ｈ Ｋ 受信料 申請により 免除さ れます。

　（ ４ ） 上下水道料金 申請により 一定額が免除さ れます。

※お住まいの住居によっ てはこ れら の減免措置が受けら れない場合も あり ます。

※国民健康保険や後期高齢者医療制度は利用でき なく なるため、 保険証を

お返し いただき ます。

④ 決 定
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千種区役所民生子ども 課 生活保護担当

東区役所民生子ども 課 生活保護担当

北区役所民生子ども 課 生活保護担当

西区役所民生子ども 課 生活保護担当

中村区役所民生子ども 課 生活保護担当

中区役所民生子ども 課 生活保護担当

昭和区役所民生子ども 課 生活保護担当

瑞穂区役所民生子ども 課 生活保護担当

熱田区役所民生子ども 課 生活保護担当

南区役所民生子ども 課 生活保護担当

守山区役所民生子ども 課 生活保護担当

名東区役所民生子ども 課 生活保護担当

天白区役所民生子ども 課 生活保護担当

緑区役所民生子ども 課 生活保護担当

中川区役所民生子ども 課 生活保護担当

港区役所民生子ども 課 生活保護担当

港区南陽支所区民福祉課 生活保護担当

西区山田支所区民福祉課 生活保護担当

中川区富田支所区民福祉課 生活保護担当

守山区志段味支所区民福祉課 生活保護担当

緑区徳重支所区民福祉課 生活保護担当

北区楠支所区民福祉課 生活保護担当
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